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令和８年５月５日付け「質問書」に対する回答について 

 

 

 平素は本市食品衛生行政にご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、貴職から送付された令和８年５月５日付け「質問書」について、次の

とおり回答いたします。 

 

記 

 

 令和８年４月 20 日付け大大保第 8033 号「不存在による非公開決定通知書」

において、公開請求に係る公文書を保有していない理由として示した「 「プベ

ルル酸」という用語を使用するという本市としての意思決定は行っていない」

という記載に関しては、個々の用語の使用については必ずしも組織として意思

決定し文書化される類型には該当せず、「プベルル酸」という用語の使用につ

いても組織としての意思決定は行っていないという趣旨で記載しました。 

 「質問書」の「第３ 確認事項」における「両者の整合性」という記載が、

「プベルル酸」という用語を使用するという本市としての意思決定を行ってい

ないことと、小林製薬株式会社の紅麹配合食品にかかる食中毒の対応におい

て、プベルル酸の存在を前提としていたこととの整合性を示しているのであれ

ば、上述の理由により、特段の齟齬はないものと考えています。 

 


